
 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
                          

      
葛飾区特定健康診査・健康づくり健康診査の結果で、HbA1c が 6.5～6.9％の方へ 

今年度の葛飾区特定健康診査または健康づくり健康診査の結果、糖尿病の可能性が高く医療機関の

受診が必要な状態でした。ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビン・エーワンシー）が高い方は、血糖値の高い状

態が続いており、たとえ自覚症状がなくても糖尿病が進行している可能性があります。 

 治療を始めることで、血管の動脈硬化の進行を抑えて合併症（糖尿病性腎症等）を予防し、より長

く元気に生きることができます。 

 

 

 

 

   下記の持ち物を持参し、①の方は受診中の医療機関へ、②の方は健康診査を受けた医療機関を 

受診しましょう。 

  受診した際に、同封されているはがきの「糖尿病重症化予防事業 受診確認書」を 

医療機関にお渡しください。                              

 

 

 

 

 

 

※区では、糖尿病合併症の発症や重症化を予防するために、早期受診・早期治療を勧奨する事業を実施

しています。（糖尿病重症化予防事業） 

 

                

                                    

 

≪事業について≫ 

葛飾区健康部（保健所）健康推進課 

電話 03（3602）1268 FAX：03（3602）1298 

必ず医療機関を受診しましょう 

本通知をお送りした方に、葛飾区医師会の管理栄養士と保健師が、電話による受診確認を 

する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

◯医療機関受診時の持ち物  

・マイナ保険証、資格確認書 

・保険診療のための医療費 

・この通知と一緒にお送りしている書類全部 

・健診結果 

①かかりつけの医療機関（内科）を受診されている方 

②かかりつけの医療機関（内科）がない方 



受診勧奨はがき


